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第 1 章 一般的情報 

1.1. 森林の定義 

1.1.1. 我が国が設定した森林の定義 

京都議定書第１回締約国会議（COP/MOP1）における決議 16/CMP.1 に基づき、我が国

の森林の定義を以下の通りとする。 
 
・最小面積    0.3 [ha] 
・最小樹冠被覆率  30 [%] 
・最低樹高    5 [m] 
・最小の森林幅   20 [m] 
 

1.1.2. 定義の一貫性 

上記の森林定義は、最小面積、最小樹冠被覆率及び最小の森林幅について、我が国の

既存の森林計画制度上の対象森林と一致する。最低樹高については既存の制度に定義さ

れていないが、我が国の森林を構成する樹種や気候条件を勘案すると、森林計画対象森

林において成林時の樹高が 5 m を下回ることは極めて稀である。森林計画対象森林にお

いては、都道府県等が計画樹立等のために調査を行い、森林簿として森林資源に関する

情報を取りまとめている。このため、我が国においては、森林計画対象森林をもって京

都議定書に基づく森林とみなし、報告の基礎データとして森林簿を用いることとする。 
なお、この定義は国連食糧農業機関（FAO）が 2005 年に行った世界森林資源調査

「FRA2005」における我が国の報告対象森林の定義（表 1-1）と一致している。 
 

表 1-1  我が国が FAO の報告に用いている森林区分及び定義 
区分 定義 

森林 

木竹が集団して生育している土地及びその土地の上にある立木

竹、もしくは木竹の集団的な生育に供される、0.3 ヘクタール以上

の土地。ただし、主として農地又は住宅地若しくはこれに準ずる

土地として使用される土地及びこれらの上にある立木竹を除く。 
立木地 森林のうち、樹冠疎密度 0.3 以上の林分（幼齢林を含む）。 
無立木地 森林のうち、立木地と竹林以外の林分。 
竹林 立木地以外の森林のうち、竹（笹類を除く）が生立する林分。 

 
我が国の森林資源現況調査においては、1995 年以前までは森林（立木地）のサブカテ

ゴリとして、人工林と天然林に区分していたが、2002 年以降の調査においては、森林の

育成（人為）の程度及び階層構造に着目し、更に育成林と天然生林のサブカテゴリを加

えている。育成林には、伐採後主として植栽等によって更新を図る人工林のほか、植栽

等によらず、地表かきおこし等の補助作業により更新を図る一部の天然林が含まれる。

人工林、天然林と、育成林、天然生林の定義については以下に示す通りである。 
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